
古
事
記
上
巻
の

事
代
主神
に
つ
い
て

橋

本

雅

之

事
代
主神
は
、
『
裏
記
三
以
㌣
『
記
）
の
中
で
、
父
の
大
国
主
神
の
代
り
と
し
て
国
譲
り
の
言
口
葉
を
述
べ
る
と
い
、
つ
、
重
要
な
役
割
　
一

を
果
た
す
神
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
神
に
関
し
て
は
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
記
』
の
本
文
に
即
　
　
　
－

し
て
考
え
る
と
、
こ
の
神
の
役
割
や
行
動
に
関
し
て
な
お
細
か
い
点
で
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
本
稿
は
、
従
来
の
研
究
を
　
　
　
　
一

踏ま
え
、
今
一
度
『
記
』
に
お
け
る
こ
の
神
の
役
割
や
行
動
を
文
脈
に
即
し
て
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
神
に
関
係
す
る
『
記
』
の
記
事
を
引
用
す
る
（
桜
楓
社
刊
『
古
事
記
』
新
訂
版
、
西
宮
一
民
氏
編
に
よ
る
）
。

A大国
主
神
、
亦
要
二
神
屋
楯
比
責
一
、
生
子
、
事
代
主
神
。

B
是
以
、
此
二
神
降
二
到
出
雲
國
伊
耶
佐
之
小
濱
一
而
、
抜
二
十
掬
劔
一
、
逆
刺
三
立
干
二
浪
穂
一
、
鉄
二
坐
其
銀
前
一
、
問
二
其
大
國
主
神
一
言
「
天

　
照
大
御神
・
高
木
神
之
命
以
、
問
使
之
。
汝
之
宇
志
波
祁
流
葦
原
中
國
者
、
我
御
子
之
所
レ
知
國
言
依
賜
。
故
、
汝
心
奈
何
。
」
爾
、

　
答白
之
、
「
僕
者
不
二
得
白
一
。
我
子
八
重
言
代
主
神
、
是
可
レ
白
。
然
、
為
二
鳥
遊
・
取
魚
一
而
、
往
二
御
大
之
前
一
、
未
二
還
来
一
。
」
故
爾
、



古
事
記
上巻
の
事
代
主
神
に
つ
い
て

　
　遣
二
天
鳥
船
神
一
、
徴
二
来
八
重
事
代
主
神
一
而
、
問
賜
之
時
、
語
二
其
父
大
神
一
言
、
「
恐
之
。
此
國
者
、
立
二
奉
天
神
之
御
子
一
。
」
即
踏
二

　
　
傾
其船
一
而
、
天
逆
手
　
、
於
二
青
柴
垣
一
打
成
而
隠
也
。

　

Aは
こ
の
神
の
出
生
系
譜
で
あ
り
、
大
国
主
神
の
系
譜
で
は
神
屋
楯
比
費
と
の
間
に
生
ま
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
が
活
躍
す

る
の
は
、
国
譲
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
B
に
あ
る
よ
う
に
、
父
大
国
主
神
に
代
わ
り
、
国
譲
り
の
受
諾
を
言
明
す
る
。
国
譲
り
神
話
は
、

天神
の
子
孫
に
よ
る
、
葦
原
中
国
の
支
配
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
『
記
』
に
お
い
て
も
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
の
重
要

な
決
定
が
、
実
際
の
支
配
者
た
る
大
国
主
神
で
な
く
子
神
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
神
の
役
割
は
た
い
へ
ん
大
切
で
あ
る
。

『記
』
上
巻
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
言
え
る
天
孫
降
臨
を
導
く
国
譲
り
神
話
に
お
い
て
、
葦
原
中
国
の
支
配
者
で
あ
る
大
国
主
神
自
身
が
、

な
ぜ
自
ら
受
諾
し
な
い
の
か
。
事
代
主
神
が
登
場
す
る
理
由
は
何
か
。
そ
こ
に
は
、
や
は
り
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
存
す
る
も

の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
の
説
が
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
神
に
関
す
る
諸
説
を
振
り
返
っ
て
み
　
　
　
一

　
　
む

よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　こ
の
神
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
大
き
く
分
け
て
、
こ
の
神
の
記
紀
神
話
へ
の
定
着
を
考
え
る
成
立
論
的
立
場
と
、
記
紀
の
中
で
の
役
割
　
　
　
　
一

を
考
え
る
文
脈
論
的
立
場
と
が
あ
る
。
記
紀
へ
の
定
着
を
考
え
て
ゆ
く
立
場
の
代
表
的
な
論
は
、
西
田
長
男
氏
の
説
で
あ
り
、
記
紀
神
話

の

成
立を
論
ず
る
中
で
、
『
天
武
紀
』
壬
申
の
乱
の
記
事
に
見
え
る
事
代
主
神
が
、
高
市
県
主
許
梅
に
神
懸
り
を
し
て
述
べ
た
、

　
　
吾
者高
市
社
所
居
、
名
事
代
主
神
。
又
身
狭
社
所
居
、
名
生
霊
神
者
也
。
乃
顕
之
日
、
於
二
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
之
陵
一
、
奉
二
馬
及
種
々

　
　
兵器
一
。
便
亦
言
、
吾
者
立
二
皇
御
孫
命
之
前
後
一
、
以
送
二
奉
干
不
破
一
而
還
焉
。
今
且
立
二
官
軍
中
一
而
守
護
之
。

と
い
う
内
容
と
、
『
記
』
の
国
譲
り
の
文
脈
の
中
の
、

　
　故
、
更
且
還
来
、
問
二
其
大
國
主
神
、
「
汝
子
等
、
事
代
主
神
・
建
御
名
方
神
二
神
者
、
随
二
天
神
御
子
之
命
一
、
勿
レ
違
白
詑
。
故
、
汝

　
　
心
奈何
。
」
。
爾
、
答
白
之
、
「
僕
子
等
二
神
随
レ
白
、
僕
之
不
レ
違
。
此
葦
原
中
國
者
、
随
レ
命
既
献
也
。
唯
僕
住
所
者
、
如
二
天
神
御
子

　
　
之
天
津日
継
所
レ
知
之
登
陀
流
天
之
御
巣
一
而
、
於
二
底
津
石
根
一
宮
柱
布
斗
斯
理
、
於
二
高
天
原
一
氷
木
多
斯
理
而
、
治
賜
者
、
僕
者
於
二



　
　
百
不
足
八
十塙
手
一
隠
而
侍
。
亦
僕
子
等
百
八
十
神
者
、
即
八
重
事
代
主
神
、
為
二
神
之
御
尾
前
一
而
仕
奉
者
、
違
神
者
非
也
。

に

みら
れ
る
大
国
主
神
の
言
葉
「
八
重
事
代
主
神
、
為
神
之
御
尾
前
而
仕
奉
者
、
違
神
者
非
也
。
」
と
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。

そ
し
て
、
事
代
主
神
が
神
舐
官
八
神
殿
に
祭
ら
れ
て
い
る
八
座
の
神
の
中
の
一
座
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
八
神
奉
斎
の
起
源
が
壬
申
の
乱
後
、

天
武
天
皇
の

勧
請
に

基
ずく
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
八
神
殿
創
立
が
認
識
根
拠
と
な
っ
て
、
記
紀
神
話
の
根
幹
で
あ
る
神
離
磐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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境
起樹
の
神
勅
が
定
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
、
こ
れ
ら
神
話
の
成
立
を
天
武
朝
に
求
め
た
。

　こ
の
西
田
説
を
支
持
し
、
さ
ら
に
独
自
の
観
点
か
ら
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
の
は
、
吉
井
巖
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
記
紀
に
登
場
す
る
「
ヌ

シ
」
を
名
に
も
つ
神
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
神
名
の
成
立
が
新
し
い
こ
と
を
論
じ
、
「
ヌ
シ
の
名
を
持
つ
神
々
は
、
こ
の
構
想
の
根

幹
の
部
分
に
位
置
す
る
。
（
中
略
）
天
御
中
主
神
と
大
国
主
神
と
は
互
い
に
呼
応
す
る
ご
と
く
に
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
存
在
と
す
る
こ
と
が

でき
よ
う
。
さ
て
、
高
天
原
の
天
神
の
使
者
と
な
っ
て
降
臨
す
る
の
が
経
津
主
神
で
あ
り
こ
の
国
譲
り
の
交
渉
に
対
し
て
大
国
主
神
の
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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で
決定
的
な
決
断
を
述
べ
る
の
が
事
代
主
神
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
氏
は
、
こ
の
神
が
氏
族
の
祖
先
伝
承
と
縁
の
な
い
孤
独
　
　
　
3

な
神
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
神
的
地
位
は
天
武
朝
に
お
け
る
皇
室
の
尊
崇
に
よ
っ
て
確
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
記
紀
神
話
に
登
場
す
　
　
　
一
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る
に
お
よ
ん
で
は
じ
め
て
事
代
主
神
の
名
が
確
定
し
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
た
。

　こ
れ
ら
に
対
し
て
、
神
の
所
有
形
態
と
い
う
独
自
の
観
点
か
ら
こ
の
神
話
の
成
立
を
考
え
た
の
が
益
田
勝
実
氏
で
あ
り
「
本
土
の
古
出

雲
でも
、
オ
オ
ナ
モ
チ
の
く
事
代
V
で
あ
っ
た
支
配
者
が
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
神
を
奉
じ
て
、
全
出
雲
に
号
令
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測

さ
れ
る
。
コ
ト
シ
ロ
と
は
神
事
（
神
言
）
の
代
行
者
の
こ
と
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
の
権
力
の
増
大
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
コ
ト
シ
ロ
の
神
格

化
であ
る
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
神
が
、
出
雲
を
治
め
る
神
オ
オ
ナ
モ
チ
の
子
で
あ
る
神
へ
と
昇
格
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
、

事代
主
神
が
国
譲
り
に
つ
い
て
意
志
決
定
権
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
祭
ら
れ
る
神
に
対
す
る
、
祭
る
者
の
優
位
性
と
い
う
古
代
の
信
仰
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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態
の
特
性
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　ま
た
、
松
前
健
氏
は
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
を
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
と
捉
え
、
さ
ら
に
、
記
紀
に
お
い
て
「
大
和
の
呪
言
神
で

古
事
記
上
巻
の

事
代
主神
に
つ
い
て



古
事
記
上
巻
の
事
代
主
神
に
つ
い
て
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あ
る
鴨
の
八
重
事
代
主
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
大
和
朝
廷
側
の
考
え
に
基
づ
く
改
変
な
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
た
。

　こ
れ
ら
の
論
の
中
で
、
西
田
・
吉
井
両
氏
の
説
は
詳
細
を
極
め
て
お
り
、
記
紀
へ
の
定
着
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
両
氏
の
論
に
尽
く
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
神
が
国
譲
り
神
話
に
定
着
し
た
の
は
、
天
武
天
皇
の
時
代
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
論
は
あ
く
ま
で

成
立
論的
な
観
点
か
ら
の
考
察
で
あ
り
、
『
記
』
の
文
脈
に
お
い
て
こ
の
神
が
登
場
す
る
意
味
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

　そ
れ
に
対
し
、
益
田
勝
実
氏
の
説
は
古
代
の
信
仰
の
あ
り
方
か
ら
論
ぜ
ら
れ
た
注
目
す
べ
き
論
で
あ
る
が
、
大
国
主
神
と
事
代
主
神
と

の関
係
に
視
点
が
集
中
し
、
『
記
』
に
即
し
て
言
え
ば
、
前
後
の
神
話
と
の
つ
な
が
り
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
神
が
意
志
決
定
権
を
持
つ

理由
は
、
あ
と
に
述
べ
る
よ
う
に
む
し
ろ
『
記
』
の
文
脈
の
中
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
と
み
る
松
前
健
氏

の説
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
視
点
か
ら
、
大
国
主
神
の
代
弁
者
に
留
ま
ら
な
い
こ
の
神
の
位
置
付
け
を
み
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

　さ
て
、
以
上
の
諸
説
は
お
お
む
ね
、
成
立
論
的
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
脈
論
的
な
立
場
か
ら
は
、
古
く
『
古
事
　
　
　
　
一

記伝
』
が
、
「
此
時
既
に
大
穴
牟
遅
神
は
年
老
坐
て
、
多
く
事
代
主
神
に
事
を
譲
り
た
ま
ひ
て
、
事
代
主
神
ぞ
、
真
盛
に
威
勢
あ
り
け
む
、
　
　
　
4

故
み

つ
から
の
心
一
に
て
は
、
御
答
を
得
白
し
賜
は
ざ
る
な
り
」
と
い
う
大
国
主
神
の
隠
居
説
と
で
も
言
う
べ
き
説
を
述
べ
た
他
は
、
　
　
　
　
一

　
　

A西
郷
信
綱
氏

「国
譲り
の
求
め
に
た
い
し
「
諾
」
と
い
う
言
を
口
に
す
る
の
が
、
こ
の
神
に
割
り
ふ
ら
れ
た
役
で
あ
り
、
コ
ト
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
と
い
う
名
も
こ
れ
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
『
古
事
記
注
釈
』
第
二
巻
、
平
凡
社
、
昭
和
五
一
年
四
月
）

　
　B
倉
野
憲
司
氏
「
葦
原
中
国
を
う
し
は
い
て
ゐ
た
大
国
主
神
の
呪
的
宗
教
的
支
配
力
は
、
そ
の
子
事
代
主
神
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
政
治
的
武力
的
支
配
力
は
、
次
に
述
べ
る
や
う
に
そ
の
子
建
御
名
方
神
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
四
巻
、
三
省
堂
、
昭
和
五
二
年
二
月
）

　
　C
西
宮
一
民
氏
「
事
代
主
神
に
答
え
さ
せ
た
の
は
、
託
宣
の
神
だ
か
ら
、
神
意
を
伺
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
鳥
狩
り
・
漁
を
す
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
託
宣
のた
め
の
神
事
行
為
と
み
ら
れ
る
」
　
　
　
　
　
（
古
典
集
成
『
古
事
記
』
新
潮
社
、
昭
和
五
四
年
六
月
）



　
　D
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
氏
「
事
代
主
神
は
神
託
を
伝
え
る
神
で
あ
っ
て
、
国
譲
り
受
諾
の
決
定
的
言
明
は
、
こ
の
神
に
委
ね
る

　
　
　
　
　
　
　
　し
か
な
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
編
古
典
全
集
『
古
事
記
』
小
学
館
、
平
成
九
年
六
月
）

な
ど
と
述
べ
ら
れ
、
お
お
む
ね
託
宣
神
で
あ
る
事
代
主
神
が
、
国
譲
り
の
受
諾
を
表
明
す
る
正
当
性
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が

現在
の
定
説
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
託
宣
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
神
の
性
格
を
説
明
す

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
神
話
の
解
釈
に
確
か
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
理
由
の
一
つ
で
あ
り
、
託
宣
神
で
あ
る
と
い

う
指
摘
は
、
国
譲
り
の
受
諾
を
こ
の
神
が
担
う
十
分
な
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
う
。

　
以上
、
現
在
ま
で
の
『
記
』
に
お
け
る
こ
の
神
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
み
た
が
、
成
立
論
に
つ
い
て
は
一
つ
の
結
論
を
み
る
も
の
の
、

『記
』
の
文
脈
の
中
に
お
け
る
こ
の
神
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
考
え
る
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
以
下
、
節
を
改

め
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

　
　
　
　
　
　
　
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　

『記
』
の
国
譲
り
神
話
は
、
二
度
の
失
敗
で
幕
を
開
け
る
。
思
金
神
と
八
百
万
神
の
相
談
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
、
天
菩
比
神
と
天
若

日
子
は
、
い
ず
れ
も
が
高
天
原
の
命
に
従
わ
ず
大
国
主
神
の
側
に
帰
属
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
失
敗
の
後
を
受
け
て
派
遣
さ
れ
た
建

御雷
神
に
よ
っ
て
国
譲
り
は
果
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
大
国
主
神
の
側
に
帰
属
し
た
二
神
と
建
御
雷
神
は
、
い
ず
れ
も
高
天
原
の

神
であ
る
。
と
り
わ
け
天
菩
比
神
は
、
須
佐
之
男
命
と
の
ウ
ケ
ヒ
の
時
に
誕
生
し
た
天
照
大
御
神
の
子
で
あ
り
、
そ
の
正
当
性
に
お
い
て

申
し
分
な
い
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
神
々
の
間
に
は
基
本
的
に
優
劣
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
国
譲
り
の
神
話
の
文
脈
の
中

で
、
は
じ
め
の
二
神
と
建
御
雷
神
と
の
間
で
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
建
御
雷
神
が
父
神
に
代
わ
っ
て
葦
原
中
国
に
赴
く
と
い
う

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
建
御
雷
神
の
派
遣
に
お
い
て
は
、
父
で
あ
る
天
尾
羽
張
神
の
「
恐
之
。
仕
奉
。
然
、
於
二
此
道
一
者
、
僕
子
建
御
雷

神可
レ
遣
。
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
子
神
の
建
御
雷
神
が
降
臨
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
父
の
言
葉
に
よ
る
委
任
の
有
無
が
、
は

古
事
記
上
巻
の
事
代
主
神
に
つ
い
て



古
事
記
上
巻
の

事
代
主
神
に

つ

い
て

じ
め
の
二
神
と
の
唯
一
の
文
脈
に
お
け
る
相
違
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
違
い
こ
そ
、
言
い
換
え
れ
ば
父
神
の
委
任
こ
そ
、
国
譲
り
と
天

孫降
臨
の
場
面
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
建
御
雷神
が
父
神
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
た
の
と
軌
を
同
じ
く
す
る
よ
う
に
、
葦
原
中
国
に
下
っ
た
建
御
雷
神
が
実
際
の
国
譲
り
の
交
渉

を
し
た
の
は
、
大
国
主
神
で
は
な
く
そ
の
子
事
代
主
神
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
事
代
主
神
は
、
父
の
「
僕
者
不
二
得
白
一
。
我
子
八
重
言
代
主

神
、
是
可
レ
白
。
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
事
代
主
神
は
国
譲
り
の
託
宣
を
任
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
前
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
父
の
大
国
主
神

が

「
八
十
塙手
」
に
隠
れ
た
後
、
神
之
御
尾
前
と
し
て
仕
奉
す
る
こ
と
の
役
割
を
も
受
け
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
役

割
も
父
大
国
主
神
の
発
言
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
こ
の
神
が
果
た
す
役
割
は
、
単
に

託
一
日
あ
み
で
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
点
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　さ
ら
に
、
建
御
雷
神
と
事
代
主
神
の
国
譲
り
の
交
渉
成
立
を
受
け
て
建
御
雷
神
が
復
命
し
た
後
、
天
孫
降
臨
に
移
る
が
、
そ
こ
で
も
実
　
　
　
6

際
に降
臨
し
た
の
は
、
「
僕
者
将
レ
降
装
束
之
間
、
子
生
出
。
名
天
迩
岐
志
国
迩
岐
志
天
津
日
高
日
子
番
迩
々
藝
命
、
此
応
レ
降
也
。
」
と
い
　
　
　
一

う
父
神
の
発
言
に
基
づ
き
、
天
照
大
御
神
と
高
木
神
か
ら
指
名
さ
れ
た
ニ
ニ
ギ
命
で
あ
る
。
以
上
の
内
容
を
、
改
め
て
図
示
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
葦
原
中
国
へ
の
派
遣
神

　
　
　
天
菩
比神
ー
ー
失
敗

　
　
　
天
若日
子
1
ー
失
敗

　
　
父

伊
都
之
尾
羽
張神
（
葦
原
中
国
派
遣
予
定
神
）
↓
子
建
御
雷
神
（
実
際
の
派
遣
神
）

②
建
御
雷
神
と
の
交
渉



　
　
　
父

大国
主
神
（
実
際
の
支
配
神
）
　
　
　
　
　
↓
子
事
代
主
神
（
国
譲
り
の
受
諾
表
明
）

　③
国
譲
り
の
後
の
天
孫
降
臨

　
　
　
父

天
忍
穂
耳命
（
当
初
の
降
臨
予
定
神
）
　
　
　
↓
子
ニ
ニ
ギ
命
（
実
際
の
降
臨
神
）

　
かく
し
て
、
国
譲
り
か
ら
天
孫
降
臨
に
か
け
て
の
場
面
で
、
実
際
の
働
き
を
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
父
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
指
名
を

受け
委
任
さ
れ
た
子
神
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
従
来
さ
ほ
ど
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
父
神
の
指
名
な
り
委
任
な
り
を
背
景
に
持
つ
こ
れ
ら
三
神
が
主
役
と
な
っ
て
活
躍
し
、
問
題
を
解
決
し
て
ゆ
く
と
い
う
展
開
は
決

し
て
偶
然
で
は
な
く
意
図
的
な
記
述
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
で
は
そ
の
意
図
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
近
年
の

『記
』
の
作
品
論
的
研
究
は
、
『
記
』
上
巻
の
神
話
が
、
天
神
か
ら
天
神
御
子
へ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
中
巻
の
神
武
天
皇
へ
と
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

貫し
た
構
想
の
下
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
『
記
』
の
文
脈
上
の
一
貫
性
は
、
天
神
か
ら
天
神
御
子
へ
　
　
　
一

と
い
う
主
要
な
文
脈
の
み
な
ら
ず
、
個
々
の
神
話
の
展
開
の
な
か
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
父
神
の
指
名
　
　
　
7

や

委
任を
背
景
と
す
る
三
神
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
さ
れ
る
と
い
う
国
譲
り
と
天
孫
降
臨
の
展
開
を
み
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
、
交
渉
の
全
　
　
　
　
一

権
（
建
御
雷
神
）
や
支
配
権
（
事
代
主
神
・
ニ
ニ
ギ
命
）
の
委
任
と
い
う
問
題
に
た
ど
り
つ
く
。
言
い
換
え
る
と
、
父
の
権
限
を
継
承
し
た
神
々

が

重要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
父
権
継
承
の
重
要
性
と
い
う
構
想
の
存
在
を
指
摘
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
事
代
主
神
が
大
国
主
神
に
代
わ
り
国
譲
り
の
受
諾
を
言
明
す
る
の
は
、
託
宣
の
神
で
あ
る
と
い
う
以
前
に
、
こ
の

よ
う
な
古
事
記
の
文
脈
と
構
想
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
次
に
、
国
譲
り
が
な
に
ゆ
え
託

宣
と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
改
め
て
『
記
』
に
お
け
る
呪
的
行
為
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
ゆ
こ
う
と

思う
。

古
事
記
上巻
の
事
代
主
神
に
つ
い
て



古
事
記
上
巻
の

事
代
主神
に
つ
い
て

四

　
事
代
主

神
が国
譲
り
の
受
諾
を
表
明
す
る
の
は
、
こ
の
神
が
託
宣
神
で
あ
る
か
ら
だ
と
す
る
諸
注
釈
書
の
指
摘
は
、
確
か
に
そ
の
通
り

であ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
考
え
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

即ち
、
国
譲
り
の
受
諾
が
な
ぜ
託
宣
と
い
う
形
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
に
『
記
』
に
お
け
る
託
宣
の

意味
が
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
託
宣
と
は
、
た
と
え
ば
「
事
代
主
神
に
答
え
さ
せ
た
の
は
、
託
宣
の
神
だ
か
ら
、
神
意
を
伺
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
鳥
狩
り
・
漁
を
す
る

のは
託
宣
の
た
め
の
神
事
行
為
と
み
ら
れ
る
」
（
新
潮
古
典
集
成
）
・
「
事
代
主
神
は
神
託
を
伝
え
る
神
で
あ
っ
て
、
国
譲
り
受
諾
の
決
定
的
言

明は
、
こ
の
神
に
委
ね
る
し
か
な
い
」
（
新
編
古
典
全
集
）
と
い
っ
た
説
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
意
を
伺
う
一
種
の
呪
的
行
為
で
あ
　
　
　
一

る
。
『
記
』
に
お
い
て
、
神
意
を
伺
う
あ
る
い
は
知
る
呪
的
行
為
と
し
て
は
、
他
に
「
フ
ト
マ
ニ
」
・
「
ウ
ケ
ヒ
」
・
「
霊
夢
」
・
「
帰
神
（
カ
ミ
　
　
　
8

ヨ
リ
）
」
が
あ
る
。
神
意
を
伺
う
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
国
譲
り
を
受
諾
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
あ
る
。
あ
　
　
　
　
一

え
て
託
宣
で
あ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呪
的
行
為
が
登
場
す
る
場
面
を
調
査
し
て
み
る
と
、
そ
こ

に
は
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
『
記
』
に
お

け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
と
、
そ
の
内
容
を
分
類
し
て
示
す
。

行　
為
　
名

行　
為
　
の
　
目
　
的
　
・
　
内
　
容

行　
為
　
者

結　
　
　
果

フ
ト
マ
ニ

①
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
に
よ
る
国
生
み
不
成
功
の
原
因
を
知
る
た
め

天
神

女
神
先言
に
よ
る
不
成
功
と
判
明



②

本
牟
智
和気
命
に
崇
っ
て
い
る
神
を
知
る
た
め

垂
仁
天
皇

出
雲
大
神
と
判
明

ウ
ケ
ヒ

③

須
佐
之
男命
の
清
明
心
の
真
偽
を
知
る
た
め

天
照
大
御

佐
之男
命

須
佐
之男
の
清
明
心
が
証
明
さ
れ
る

④

天神
御
子
の
命
の
不
動
と
繁
栄
の
保
証
の
た
め

大山
津
見
神

石
長
比
売
返
送
に

保
でき
ず

⑤

霊夢
に
現
わ
れ
た
出
雲
大
神
の
託
宣
の
真
偽
を
知
る
た
め

曙
立
王

託
宣
が
正当
で
あ
る
と
判
明

⑥

謀反
の
成
否
を
知
る
た
め

香
坂王

不
成功
の
前
兆
を
無
視
し
敗
北

霊　
夢

⑦

神
武
天
皇
の

苦

戦

と
を
告
げ
る

高
倉
下
の
夢

横
刀
の

霊
威
に
よ
り
勝
利
を
得
る

⑧
崇
神
天
皇
の
御
世
に
流
行
っ
た
疫
病
の
原
因
と
そ
の
解
決
の
方
法
を
告
げ
る

崇
神
天
皇
の
夢

夢
に
現
わ
れ
た
大
物
主
を
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
祭
ら
せ

一
9

一

古
事
記
上巻
の
事
代
主
神
に
つ
い
て



古
事
記
上
巻
の

事代
主
神
に
つ
い
て

⑨
本
牟
智
和
気
命
に
崇
っ
て
い
る
神
が
夢
に
現
わ
れ
、
我
が
宮
の
修
理
に
よ
っ
て
崇
り
が
解
け
る
こ
と
を
告
げ
る

垂
仁
天
皇

本
牟解け

る

⑩
角
鹿
の
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
大
神
が
息
長
帯
比
売
命
の
御
子
と
の
名
の
交
換
を
申
し
出
る

建内
宿
祢

名
の
交
換
を
果
す

帰　
神

⑪

西

息
長
帯
比
売
命
が
帰
神
し
縫
　
内
宿
祢
が
　
宣
を
聞
く

託
宣

を
信
じ
な
か
っ
た
仲
哀
天
皇
の
崩
御
・
息
長
帯
比
売
命
の
西
国
渡
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

※

垂
仁
記
の

沙
本
毘
古
反
乱
説話
に
、
反
乱
の
前
兆
を
示
す
垂
仁
天
皇
の
異
夢
が
あ
る
。
他
例
と
比
較
す
る
と
、
夢
の
中
で
重
要
な
発
言
　
　
　
　
一

　を
す
る
神
が
登
場
し
な
い
点
、
霊
夢
と
し
て
の
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
除
外
し
た
。
ま
た
、
同
じ
く
垂
仁
記
本
牟
智

和
気
命
説話
に
出
雲
大
神
に
遣
わ
す
人
選
を
、
占
い
に
よ
っ
て
決
定
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
本
文
で
は
「
食
レ
ト
」
と
の
み
あ
り
、
暗
示

的な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
確
実
な
例
と
言
い
難
い
の
で
こ
れ
も
除
外
す
る
。

　さ
て
、
こ
こ
に
挙
げ
た
中
で
、
垂
仁
記
の
「
本
牟
智
和
気
命
」
説
話
に
は
「
フ
ト
マ
ニ
」
・
「
ウ
ケ
ヒ
」
・
「
霊
夢
」
の
三
行
為
が
揃
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
こ
の
説
話
を
例
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
呪
的
行
為
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
原
文
を
行

為ご
と
に
区
切
っ
て
掲
げ
る
。

　
　ア
、
於
レ
是
、
天
皇
患
賜
而
御
寝
之
時
、
覚
レ
干
二
御
夢
一
日
、
「
修
理
三
我
宮
如
二
天
皇
之
御
舎
一
者
、
御
子
必
真
事
登
波
牟
」



　
　イ
、
如
レ
此
覚
時
、
布
斗
摩
週
々
占
相
而
、
求
二
何
神
之
心
一
、
ホ
崇
出
雲
大
神
之
御
心
。

　
　ウ
、
故
、
科
二
曙
立
王
一
、
令
二
宇
気
比
白
一
、
「
因
レ
拝
二
此
大
神
一
、
誠
有
レ
験
者
、
住
二
是
鷺
巣
池
之
樹
一
鷺
乎
、
宇
気
比
落
。
」
、
如
レ
此

　
　
　
　
詔
之時
、
其
鷺
堕
レ
地
死
。
又
詔
之
、
「
宇
気
比
活
。
」
、
ホ
者
、
更
活
。
（
以
下
略
）

　
沙
本
毘
売
の

忘
れ
形
見
であ
る
本
牟
智
和
気
命
は
、
成
長
し
て
も
言
語
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
憂
え
た
父
垂
仁
天

皇
の夢
に
神
が
出
現
し
、
我
が
宮
を
天
皇
の
御
舎
と
同
じ
よ
う
に
修
理
す
れ
ば
、
御
子
本
牟
智
和
気
命
は
言
語
を
発
す
る
で
あ
ろ
う
と
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8

げ
る
。
こ
の
よ
う
に
霊
夢
は
、
神
が
夢
を
通
し
て
自
ら
の
意
志
の
実
現
を
、
夢
を
み
た
人
物
に
託
す
と
こ
と
に
本
質
が
あ
る
。
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、
神
の
依
頼
を
表
明
す
る
こ
と
が
霊
夢
の
役
割
で
あ
り
⑦
⑧
⑩
の
例
も
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
霊
夢
は
基
本
的
に
神
の
意
志

を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
夢
を
見
た
側
の
願
望
や
意
志
を
決
定
す
る
た
め
の
呪
的
行
為
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
国
譲
り
の
場
面
に
お
い

て
、
大
国
主
側
の
意
志
を
決
定
す
る
方
法
と
し
て
は
霊
夢
は
妥
当
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　次
に
こ
の
霊
夢
に
続
く
、
垂
仁
天
皇
に
よ
る
「
フ
ト
マ
ニ
」
と
曙
立
王
に
よ
る
「
ウ
ケ
ヒ
」
で
あ
る
が
、
「
フ
ト
マ
一
こ
に
よ
っ
て
神
の
　
　
　
1
1

正
体を
知
り
、
「
ウ
ケ
ヒ
」
に
よ
っ
て
霊
夢
の
内
容
の
真
偽
を
確
か
め
る
。
こ
の
「
フ
ト
マ
ニ
」
と
「
ウ
ケ
ヒ
」
は
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
　
　
　
一

い
る
よ
う
に
、
す
で
に
起
き
て
い
る
事
柄
や
、
今
後
予
定
し
て
い
る
行
動
に
つ
き
、
そ
の
真
偽
・
吉
凶
・
成
否
・
原
因
な
ど
を
判
断
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

事
が目
的
の
言
語
呪
術
で
あ
り
、
あ
る
行
為
に
対
す
る
価
値
判
断
や
予
測
が
そ
の
主
た
る
役
割
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
基
本
的
に

は
そ
の
判
断
に
即
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
方
向
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
「
フ
ト
マ
ニ
」
①
に
お
い
て
女
神
が
先

に言
葉
を
発
し
た
事
に
よ
る
失
敗
を
確
認
し
た
二
神
は
、
再
び
オ
ノ
ゴ
ロ
島
に
降
り
立
ち
、
改
め
て
男
神
が
先
に
言
葉
を
発
す
る
事
に
よ

っ

て
国
生
み
を
行
な
う
。
ま
た
、
例
と
し
て
い
る
本
牟
智
和
気
命
説
話
に
お
い
て
も
「
ウ
ケ
ヒ
」
の
結
果
を
受
け
、
出
雲
大
神
を
参
拝
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
崇
り
が
解
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
④
と
⑥
に
お
い
て
は
「
ウ
ケ
ヒ
」
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
好
ま
し

から
ざ
る
結
果
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
み
て
ゆ
く
と
「
フ
ト
マ
ニ
」
や
「
ウ
ケ
ヒ
」
が
価
値
判
断
や
予
測
を
示
す
も
の

であ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
受
け
て
い
か
に
行
動
す
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
呪

古
事
記
上
巻
の

事
代
主
神
に

つ

い
て



古
事
記
上
巻
の
事
代
主
神
に
つ
い
て

的
行
為
は
、
あ
く
ま
で
価
値
判
断
や
予
測
に
止
ま
る
も
の
で
あ
り
、
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
行
動
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
点
に
お
い
て
国
譲
り
の
決
定
と
い
っ
た
行
動
を
決
断
す
る
た
め
の
呪
的
行
為
と
し
て
相
応
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
「
帰
神
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
息
長
帯
比
売
命
に
依
っ
た
神
は
、
『
記
』
で
は
天
照
大
神
・
底
箇
男
・
中
箇
男
・
上
箇

男
の
御
心
と
あ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
『
紀
』
）
の
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
で
は
、
息
長
帯
比
売
命
に
依
っ
た
神
と
し
て
、
伊
勢
の
五
十

鈴宮
に
鎮
座
す
る
「
天
疎
向
津
媛
命
」
の
ほ
か
「
天
事
代
虚
事
代
玉
籔
入
彦
厳
之
事
代
神
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
、
事
代
神
を
媒
介
と
し
て
、

『記
』
に
お
け
る
「
帰
神
」
と
「
託
宣
」
に
関
連
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
「
帰
神
」
も
基
本
的
に
神
の
託
宣
を
告
げ
る
も
の
で
あ

り
、
『
記
』
の
記
事
と
関
連
す
る
『
紀
』
に
お
い
て
「
事
代
神
」
が
神
功
皇
后
に
懸
か
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
国
譲
り
神
話
に
お
け
る
「
託

宣
」
を
考
え
る
上
で
も
大
い
に
参
考
に
な
る
。
さ
ら
に
、
『
紀
』
の
中
に
は
、
神
代
紀
下
の
国
譲
り
の
記
事
だ
け
で
は
な
く
、
壬
申
の
乱
に

お

い
て高
市
県
主
許
梅
に
懸
か
り
託
宣
を
し
た
神
と
し
て
「
事
代
主
神
」
が
あ
り
、
託
宣
神
と
し
て
の
「
事
代
主
神
」
が
し
ば
し
ば
登
場
　
　
　
　
一

す
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
記
事
を
検
討
し
て
ゆ
く
と
、
『
記
』
の
国
譲
り
を
含
め
て
一
つ
の
共
通
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
確
　
　
　
1
2

認す
る
た
め
に
、
当
該
例
で
あ
る
国
譲
り
を
除
き
『
紀
』
の
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
・
天
武
紀
の
二
つ
の
記
事
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
一

　　
工
、
時
有
レ
神
、
託
二
皇
后
一
而
謁
日
、
天
皇
何
憂
二
熊
襲
之
不
一
レ
服
。
是
脅
宍
之
空
國
也
。
宣
足
二
畢
兵
伐
一
乎
。
愈
如
二
藪
國
一
而
有
レ
寳

　
　
　
　
國
讐如
二
虜
女
之
腺
一
、
有
二
向
レ
津
國
一
。
眼
炎
之
金
・
銀
・
彩
色
、
多
在
二
其
國
一
。
是
謂
二
梓
会
新
羅
國
一
焉
。
若
能
祭
レ
吾
者
、

　
　
　
　則
曾
不
レ
血
レ
刃
、
其
國
必
自
服
　
。
復
熊
襲
為
服
。
其
祭
之
、
以
二
天
皇
之
御
船
、
及
穴
門
直
践
立
所
献
之
水
田
、
名
大
田
、
是

　
　
　
　
等物
一
為
レ
幣
也
。
（
仲
哀
紀
八
年
九
月
）

　
　オ
、
先
レ
是
、
軍
二
金
綱
井
一
之
時
、
高
市
郡
大
領
高
市
県
主
許
梅
、
億
忽
口
閉
、
而
不
レ
能
レ
言
也
。
三
日
之
後
、
方
着
レ
神
以
言
、
吾

　
　
　
　
者高
市
社
所
居
、
名
事
代
主
神
。
又
身
狭
社
所
居
、
名
生
霊
神
者
也
。
乃
顕
之
日
、
於
二
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
之
陵
一
、
奉
二
馬
及

　
　
　
　
種
々

兵器
一
。
便
亦
言
、
吾
者
立
二
皇
御
孫
命
之
前
後
一
、
以
送
二
奉
干
不
破
一
而
還
焉
。
今
且
立
二
官
軍
中
一
而
守
護
之
。
且
言
。
自
二

　
　
　
　
西道
一
軍
衆
将
レ
至
之
。
宜
レ
慎
也
。
（
天
武
元
年
七
月
）



　
神
功
皇
后
に

懸
かり
仲
哀
天
皇
に
託
宣
し
た
事
代
神
は
、
新
羅
服
属
の
方
法
と
し
て
自
分
を
祭
る
こ
と
と
そ
の
方
法
を
告
げ
、
壬
申
の

乱
に

お

い
て高
市
郡
大
領
高
市
県
主
許
梅
に
懸
か
っ
た
事
代
主
神
は
、
神
武
天
皇
陵
に
兵
馬
を
奉
る
こ
と
と
、
天
武
天
皇
の
前
後
に
立
ち

不破
に
送
る
こ
と
、
な
ど
を
託
宣
す
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
登
場
す
る
事
代
主
神
と
、
『
記
』
の
国
譲
り
・
息
長
帯
比
売
命
の
帰
神
の
例
を

合
わ

せ
て

み
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
託
宣
の
場
面
性
や
内
容
に
顕
著
な
類
似
を
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

　
　ア
、
出
現
の
場
面
が
、
い
ず
れ
も
政
治
的
も
し
く
は
軍
事
的
事
件
に
か
か
わ
る
こ
と
。

　
　イ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
が
い
わ
ば
国
家
的
な
重
大
事
件
で
あ
る
こ
と
。

　
　ウ
、
託
宣
の
内
容
が
、
そ
れ
ら
の
事
件
の
解
決
に
関
わ
る
こ
と
。

　こ
の
よ
う
に
記
紀
に
お
け
る
「
帰
神
」
に
み
ら
れ
る
神
の
託
宣
は
、
国
家
的
な
事
件
の
解
決
に
関
わ
る
重
要
な
発
言
と
し
て
の
役
割
を
　
　
　
　
一

持
つ
。
こ
れ
は
「
フ
ト
マ
ニ
」
・
「
ウ
ケ
ヒ
」
・
「
霊
夢
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
呪
的
行
為
に
は
そ
れ
ぞ
　
　
　
1
3

れ
の

役
割
分
担
があ
る
こ
と
を
知
る
。
し
か
も
そ
こ
に
登
場
し
て
く
る
託
宣
神
の
中
に
、
必
ず
事
代
主
神
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
一

以
上
の考
察
を
踏
ま
え
て
い
う
な
ら
ば
、
国
譲
り
の
中
で
、
事
代
主
神
が
重
要
な
役
割
を
持
つ
の
は
、
「
帰
神
」
に
お
い
て
み
ら
れ
る
、
こ

の

神
の役
割
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
通
さ
れ
る
。
即
ち
、
国
譲
り
の
場
で
こ
の
神
が
活
躍
す
る
の
は
、
『
記
』
に
お
け
る

呪的
行
為
の
あ
り
方
に
即
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
託
宣
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
国
譲
り
の
受
諾
が
な
さ
れ
る
の
は
、
国

家
的
な
事
件
の
解
決
に
関
わ
る
役
割
を
持
つ
と
い
う
、
こ
の
呪
的
行
為
の
性
格
に
よ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

　
以上
、
本
稿
に
お
い
て
は
国
譲
り
神
話
の
文
脈
と
、
『
記
』
に
お
け
る
「
フ
ト
マ
ニ
」
・
「
ウ
ケ
ヒ
」
・
「
霊
夢
」
・
「
帰
神
」
と
い
っ
た
呪
的

行
為
が持
つ
意
味
の
考
察
を
通
し
て
、
託
宣
神
と
し
て
の
事
代
主
神
の
国
譲
り
神
話
に
お
け
る
役
割
を
考
え
て
き
た
。
大
方
の
ご
批
判
を

古
事
記
上
巻
の
事
代
主
神
に
つ
い
て



古
事
記
上
巻
の
事
代
主
神
に
つ
い
て

賜り
た
い
。

注1
、
事
代
主
神
の
研
究
に
関
し
て
は
、
「
事
代
主
神
の
諸
問
題
」
（
古
事
記
研
究
大
系
5
1
『
古
事
記
の
神
々
』
、
高
科
書
店
刊
、
平
成
十
年
六
月
）

　　
に
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

2
、
西
田
長
男
氏
「
『
記
』
『
紀
』
神
話
の
成
立
と
壬
申
の
乱
」
（
『
日
本
神
道
史
研
究
』
第
十
巻
講
談
社
、
昭
和
五
三
年
八
月
）

3
、
吉
井
巖
氏
「
『
ヌ
シ
』
を
名
に
も
つ
神
々
」
（
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
二
』
塙
書
房
、
昭
和
五
一
年
六
月
）

4
、
注
3
に
同
じ
。

5
、
益
田
勝
実
氏
「
廃
王
伝
説
」
（
『
火
山
列
島
の
思
想
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
三
年
七
月
）

6
、
松
前
健
氏
「
事
代
主
神
崇
拝
と
出
雲
」
（
『
日
本
神
話
の
形
成
』
塙
書
房
、
昭
和
四
五
年
五
月
）

7
、
吉
井
巖
氏
「
古
事
記
の
作
品
的
性
格
（
一
）
」
（
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
三
』
塙
書
房
、
平
成
四
年
十
月
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

8
、
『
西
郷
信
綱
氏
『
古
代
人
と
夢
』
（
平
凡
社
刊
、
昭
和
四
七
年
五
月
）
な
ど
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

　　
『
日
本
神
話
事
典
』
（
大
和
書
房
、
平
成
九
年
六
月
）
「
フ
ト
マ
ニ
」
項
目
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

9
、
土
橋
寛
氏
「
ウ
ケ
ヒ
考
」
（
『
日
本
古
代
論
集
』
笠
間
書
院
、
昭
和
五
五
年
九
月
）


